
福島市北信西地域包括支援センター 

介護予防支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業の運営規程   

 

                                                                            

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人北信福祉会が開設する福島市北信西地域包括支援センタ

ーが行う介護予防支援事業ならびに介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢

者が要支援の状態になった場合ならびに要支援に相当する状態において、高齢

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活

を営むことができるよう、当事者自身が自ら目標を定めて取り組むことができ

るよう支援することを目的とする。  

 

（運営の方針） 

第２条 運営の方針は次に掲げるところによるものとする。  

（１）介護予防支援事業ならびに介護予防・日常生活支援総合事業は、利用者

の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよ

う配慮して行う。 

（２）介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定

の種類及び特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公

正中立に行う。 

（３）事業に運営に当たっては、福島市、地域包括支援センター、在宅介護支

援センター、指定居宅介護支援事業者等、介護保険施設、住民による自発的な

活動によるサービスを含めた地域における様々な取組み等との連携に努める。 

（４）利用者の個人情報の取り扱いに関しては、適正かつ適切な取り扱いに努

力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制

を確立し、関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護

に努める。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）名 称  福島市北信西地域包括支援センター  

（２）所在地  福島市本内字西河原５－７６ 

 

（職員の種類、員数及び職務内容） 

第４条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとお

りとする。 

（１）管理者  １名 

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。  

 

 



（２）担当職員 ２名以上 

  担当職員は、要支援者等の依頼を受けて、介護予防サービス計画ならびに 

介護予防サービス・支援計画を作成するとともに、指定介護予防サービス事  

業者等との連絡調整等を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。  

（１）営業日 月曜日から土曜日とする。ただし１２月３０日から１月２日ま 

  でを除く。 

（２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（３）電話等により２４時間常時受付等が可能な状態とする。 

 

（指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容） 

第６条 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は

次のとおりとする。 

（１）福島市より認定調査結果及び主治医意見書を入手し、利用者宅を訪問し、

利用者及び家族に対しアセスメントを行い、その結果を基に介護予防サービ

ス計画の原案を作成するとともに、新しい総合事業については基本チェック

リスト・介護予防ケアマネジメントでサービスが必要と認められた場合、介

護予防サービス・支援計画の原案を作成する。 

（２）サービス担当者会議の開催等により専門的意見を聴取し、利用者及びそ

の家族の同意を得た後、介護予防サービス計画書ならびに介護予防サービ

ス・支援計画を利用者及びその家族に交付する。 

（３）適切なサービスが提供されるよう介護予防サービス事業所等との連絡調

整を行うとともに、月に 1 回は訪問または電話連絡等の方法により、事業の

実施状況を確認する。また、３～６ヶ月に１回、計画の達成状況についての

評価を行い、サービスが適切に実施されているかを確認する。  

 

（利用料、その他の費用の額）  

第７条  事業所が、指定居宅介護予防支援、介護予防サービス・支援計画を提 

供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた基準額とする。  

 

（個人情報保護に関する対応）  

第８条 個人情報保護推進委員会を設置し、組織的安全管理体制の整備に努め

るとともに、職員への意識啓発と教育を行う。また、個人情報相談窓口を設置

し、利用者、家族からの要望ならびに相談に対して迅速に対応するものとする。  

 

（虐待防止に対する対応） 

第９条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、別に定めるとこ

ろにより、次の各号に掲げる措置を講じる。  

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会をおおむね３か月に１回開 

催すること。 

（２）前号の開催結果について、職員に周知徹底を図ること。 

（３）虐待防止のための指針を整備すること。  



（４）職員を対象とする研修を年１回実施すること。  

（５）前 4 号に掲げる措置を適切に実施するため担当者を配置すること。  

２ 管理者及び職員は、指定介護予防支援、介護予防サービス・支援計画の提

供にあたって、利用者が、職員又は利用者家族等の擁護者、指定介護予防サー

ビス担当者等などから虐待と受けたと思われるときは、すみやかに市町村へ通

報するものとする。 

 

（地域との連携） 

第１０条 地域との協力関係を築き、利用者が住み慣れた地域で安心した生活  

を営むことができるように、地域住民や自治組織との連携を図り、地域包括ケ  

アシステムの推進に努めるものとする。  

 

（通常の事業の実施地域） 

第１１条 通常の事業の実施地域は、北信支所管内（本内・丸子・鎌田・北矢

野目・南矢野目）とする。 

 

（緊急時、非常災害時における対応方法） 

第１２条 事業に従事する職員は、事業実施中に発生した利用者の病状の急変、

その他緊急事態が発生した場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

親族等へ連絡するなどの適正な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。  

２ 事業実施中における火災、地震等の災害発生時には、利用者の安全確保を

第一とし、事業所で定めた消防計画等の手順に従った避難、誘導を行う。  

３ 前項による被害を最小限に止めるため、職員の資質向上、災害発生時にお

ける対処方法等についての研修、訓練等を行う。  

 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、並びに当該業務継続計画に基づき次に掲げる必要な措置を

講じる。 

（１） 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要  

な研修及び訓練をそれぞれ年 1 回、定期的に実施する。 

（２） 事業所は、少なくとも年 1 回、定期的に業務継続計画の見直しを行い  

必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１３条 介護予防支援等の資質の向上のために、次のとおり研修の期間を設

けるものとする。 

（１）採用時研修 採用後３ヶ月以内 

（２）継続研修  毎月１回 

 



 

２ 秘密保持 

従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

もらしてはならない。また、従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくな

った後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とす

る。 

３ 情報開示 

  利用者が自ら主体的にサービスを選択できるよう、又、利用者と事業者の

対等な関係を保障するために必要な情報の提供に努めるものとする。  

４ 事故防止の対応 

利用者の安全確保には十分に配慮し、事故の未然防止に努めるよう、職員の

安全教育には、徹底した管理をもってこれにあたる。  

５ 事故発生時の対応 

  業務中発生した事故等については、速やかに保険者、家族等に連絡し、必

要な措置を取ることとし、賠償すべき事故についてはその責めを負う。  

６ 苦情に対する対応 

  利用者からの苦情の申し出窓口を設け、第三者委員による苦情解決委員会

を設置して、その解決にあたる。また、本制度の趣旨を利用者に周知するため、

事業所内に掲示し、広く徹底を図るものとする。  

７ この規定に定めるもののほか、事業所の運営に関する事項は、社会福祉法

人北信福祉会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。  

  

附 則 

  

 この規程は、平成２８年 ４月２１日から施行する。 

 この規程は、令和 元年１０月 １日から施行する。 

  この規程は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 この規程は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。 


